
「Javaエンジニア転職支援コース」返金規約 
この規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社GLOBAL WORKS（以下「当社」といいま
す。）が運営・提供する「Javaエンジニア転職支援コース」（以下「本コース」といいます。）に関し
て、受講料の返金制度に関する諸条件を定めるものです。 

第1条（総則） 
1.​ 本規約は、当社が別途定める利用規約（以下「原規約」といいます。）第19条に基づく返
金制度について詳細を定めるものです。​
 

2.​ 本規約に定めのない事項については、原規約の定めに従うものとします。原規約と本規
約に矛盾・抵触が生じた場合は、本規約の内容が優先して適用されます。​
 

3.​ 当社は、以下のいずれかに該当する場合、本規約の内容を変更・追加（以下「変更等」と
いいます。）できるものとします。​
 

(1)​本規約の変更等が、返金制度申請者（以下、「申請者」といいます。）の一般の利
益に適合するとき。​
 

(2)​本規約又は個別利用規約等の変更等が、申請者が本利用契約を締結した目的
に反せず、かつ、変更等の必要性、変更後の内容の相当性、変更等の内容その

他の変更等に係る事情に照らして合理的なものであるとき。​
 

4.​ 当社は、本規約を変更等する場合には、変更後の効力発生日の20日前までに、当社
Webサイトへの掲示その他適切な方法により申請者に通知します。効力発生日以降に
返金を申請した場合、申請者は変更に同意したものとみなされます。​
 

第2条（返金金額） 
返金制度は以下すべての条件を満たす場合に限り適用されます。 

1.​ 返金される金額は申請者が「Javaエンジニア転職支援コース」申し込み時に付与された
チケットの残り枚数を元に計算します。​
 

2.​ チケット1枚につき、5,750円の返金とします。​
 

3.​ 入学金・教材費等は返金対象外とします。 

 

第3条（返金にかかる手数料） 



返金に関する各種手数料（銀行振込手数料を含むがこれに限らない）は、全て申請者の負担とし

ます。 

第4条（契約上の地位の譲渡等） 
1.​ 申請者は、本規約に基づく申請者の権利若しくは義務、又は本規約上の地位について、
第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。また、本

項に反して本規約上の地位及び本規約から生じる権利義務を第三者に譲渡した場合、

当社は、催告をせず申請者を直ちに退学処分とすることができるものとします。​
 

2.​ 前項に反して本規約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡する場合であっても、申請
者は、当社に対して、事前に前項の譲渡禁止特約の存在を通知しなければならないもの

とします。​
 

3.​ 当社が、本規約にかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは分割会
社となる合併若しくは会社分割等により本規約にかかる事業を包括承継させたときは、

当社は、当該事業譲渡等に伴い、本規約上の地位、権利及び義務並びに本規約に関す

る情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、申請者

は、あらかじめこれに同意するものとします。 
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